
別表 ［ユニバーサルコネクト 基本サービス］ 

 

１．ネットワークサービスの提供 

 当社（以下「乙」という）は、ネットワークサービスの利用者（以下「甲」という）に対し、第４項記載のネットワークサービス（以下「本ネットワ

ークサービス」という）を提供します。 

 

２．ネットワークサービスの概要 

 本ネットワークサービスは、複数の甲設備間を、アクセス回線、アクセスポイント、ＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信回線およびＦＥＮ

ＩＣＳネットワークサービス用電気通信設備で接続することにより、甲が、専用の閉域ＩＰネットワークを利用できるようにするネットワークサービス

です。 

 

ユニバーサルコネクト 

│ 

├─基本サービス 

｜  ｜ 

｜  ├ユニバーサルコネクト基本サービス 

｜  ｜ ├管理者ＩＤ追加１０利用サービス 

｜  ｜ ├企業識別子追加１利用サービス 

｜  ｜ ├ＦＥＮＩＣＳ ＩＤ追加１０利用サービス 

｜  ｜ ├ＦＥＮＩＣＳ ＩＤ追加５０利用サービス 

｜  ｜ ├ＦＥＮＩＣＳ ＩＤ追加１００利用サービス 

｜  ｜ ├ＦＥＮＩＣＳ ＩＤ追加５００利用サービス 

｜  ｜ └ＦＥＮＩＣＳ ＩＤ追加１０００利用サービス 

｜  ｜ 

｜  ├閉域接続アクセス制御オプションサービス 

｜  ｜ 

｜  └パターン認証オプションサービス 

｜    ├パターン認証追加１０利用サービス 

｜    ├パターン認証追加５０利用サービス 

｜    ├パターン認証追加１００利用サービス 

｜    ├パターン認証追加５００利用サービス 

｜    └パターン認証追加１０００利用サービス 

｜ 

└─リモートアクセス 

  │ 

  ├ＰＣ接続サービス 

  ｜ └ＰＣ同時接続追加５利用サービス 

  ｜ 

  ├携帯ブラウザ接続サービス 

  │ ├携帯ブラウザ接続追加１０利用サービス 

  │ ├携帯ブラウザ接続追加５０利用サービス 

  │ ├携帯ブラウザ接続追加１００利用サービス 

  │ ├携帯ブラウザ接続追加５００利用サービス 

  │ └携帯ブラウザ接続追加１０００利用サービス 

       ｜ 

       └スマートフォン・ＰＣ接続サービス 

         ├スマートフォン・ＰＣ接続追加１０利用サービス 

         ├スマートフォン・ＰＣ接続追加５０利用サービス 

         ├スマートフォン・ＰＣ接続追加１００利用サービス  

         ├スマートフォン・ＰＣ接続追加５００利用サービス 

         └スマートフォン・ＰＣ接続追加１０００利用サービス  
 

 

３．ネットワークサービス提供の前提条件 

 （１）本ネットワークサービスの提供にあたっては、別途甲と乙の間において「ＦＥＮＩＣＳビジネスマルチレイヤーコネクト タイプＷＶＳ 基本

サービス」、「ＦＥＮＩＣＳビジネスマルチレイヤーコネクト タイプＵＮＯ 基本サービス」、「ＦＥＮＩＣＳビジネスマルチレイヤーコネク

ト タイプＳＶＰＮ 基本サービス」、「ＦＥＮＩＣＳビジネスＩＰネットワークサービス 基本サービス」、「ＦＥＮＩＣＳビジネスＥｔｈｅ

ｒｎｅｔサービス 基本サービス」、「ＦＥＮＩＣＳビジネスＶＰＮプラス 基本サービス」、「ＦＥＮＩＣＳビジネスＶＰＮサービス 基本サ

ービス」、「ＦＥＮＩＣＳビジネスＷＶＳサービス 基本サービス」（以下総称して「ビジネスネットワークサービス」という）のうち、いずれ

かの提供に関する契約がなされているものとします。また、あわせて「ＦＥＮＩＣＳビジネスマルチレイヤーコネクト タイプＷＶＳ 基本サー

ビス」、「ＦＥＮＩＣＳビジネスマルチレイヤーコネクト  タイプＵＮＯ 基本サービス」、「ＦＥＮＩＣＳビジネスマルチレイヤーコネクト 

タイプＳＶＰＮ 基本サービス」、「ＦＥＮＩＣＳビジネスＥｔｈｅｒｎｅｔサービス 基本サービス」および「ＦＥＮＩＣＳビジネスＷＶＳサ

ービス 基本サービス」の場合は「ＩＰ接続ＧＷサービス」、「ＦＥＮＩＣＳビジネスＶＰＮプラス 基本サービス」、「ＦＥＮＩＣＳビジネス

ＶＰＮサービス 基本サービス」の場合は「オプションインフラ接続サービス」の契約が別途必要となります。  

 （２）甲は、乙が本ネットワークサービスを実施する前提条件として、自己の責任と費用負担で本ネットワークサービス専用の甲設備を用意するもの

とします。なお、ネットワークサービスによっては、アクセス回線についても甲が用意する場合があるものとします。  

 （３）甲は、ユニバーサルコネクト基本サービスを利用するにあたり、乙が提供する「ＦＥＮＩＣＳコネクト」ソフトウェアを乙が指定するダウンロ

ードサイト（以下「ダウンロードサイト」という）よりダウンロードし、自己の責任と費用負担で本サービスを利用するために必要なインターネ

ット接続環境を準備するものとします。また、甲は、乙から提供される「ＦＥＮＩＣＳコネクト」ソフトウェアの使用条件に同意するものとしま

す。なお、「ＦＥＮＩＣＳコネクト」ソフトウェアにおいては、ＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信回線への接続認証のために、端末

設備の端末固有ＩＤ（端末設備のネットワークインターフェイスの物理アドレスまたは端末設備に関する複数の情報を基に、乙所定の計算式によ

り自動で生成したＩＤをいう）を使用することを、甲は、あらかじめ了解するものとします。  

（４）甲は、携帯ブラウザ接続サービスにおいて、スマートフォンを利用する場合には、乙が提供するブラウザソフトウェア（以下「ＦＥＮＩＣＳブ

ラウザ」という）を乙が指定するダウンロードサイト（以下「ダウンロードサイト」という）よりダウンロードし、自己の責任と費用負担で本サ

ービスを利用するために、必要なインターネット接続環境を準備するものとします。  

（５）甲は、携帯ブラウザ接続サービスにおいて、スマートフォンのＦＥＮＩＣＳブラウザまたは携帯電話のブラウザを介して甲の有するメールサー

バ（以下「甲メールサーバ」という）にアクセスする機能の利用を希望する場合には、当該甲メールサーバとネットワークサービス用電気通信設

備との接続情報を乙に提供するものとします。 

 

４．ネットワークサービスの内容 

 （１）初期サービス 

  乙は、「ユニバーサルコネクト 基本サービス」（以下「基本サービス」という）、「ＰＣ接続サービス」、「携帯ブラウザ接続サービス」、「ス



マートフォン・ＰＣ接続サービス」（以下総称して「リモートアクセスサービス」という）を利用できるようにするため、ＦＥＮＩＣＳネットワーク

サービス用電気通信設備およびＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信回線に対して、所定の準備作業を実施します。  

 （２）ユニバーサルコネクト基本サービス 

  乙は、甲がリモートアクセスサービス利用のためのＩＤ（以下「ＦＥＮＩＣＳ ＩＤ」という）を、特定の上限数まで付与する権限および運用管理

できる以下の機能（以下「管理機能」という）を甲に提供します。なお、乙は、甲を識別するための企業識別子および甲の管理機能へのアクセスのた

めの管理者ＩＤを提供します。 

  ａ．管理者がＦＥＮＩＣＳ ＩＤを任意に登録、変更、削除できる機能 

  ｂ．ロール／所属などでＦＥＮＩＣＳ ＩＤのグルーピングができる機能 

  ｃ．利用者の連続認証失敗によるＦＥＮＩＣＳ ＩＤのロック、管理者設定による一時ロック／解除ができる機能 

  ｄ．パケット毎にＦＥＮＩＣＳ ＩＤに設定されたポリシーとの整合性をチェックするアクセス制御機能  

  ｅ．通信状況を把握するために常時採取している通信ログ／アクセスログの検索／表示ができる機能  

 
 

機 能 

 

内 容 

 

ユニバーサルコネクト基本サービス  

 

ユニバーサルコネクトサービスの管理機能およびクライアントソフトを提供するネットワークサービス。

同時に企業識別子を１個、管理者ＩＤを３個まで使用することができ、ＦＥＮＩＣＳ ＩＤ数５０個を 

上限とします。 
 

 

企業識別子追加１利用サービス  

 

基本サービスに対して、企業識別子を１個追加するネットワークサービス 
 

 

管理者ＩＤ追加１０利用サービス  

 

基本サービスに対して、管理者ＩＤを１０個追加するネットワークサービス 
 

 

ＦＥＮＩＣＳ ＩＤ追加１０ 

利用サービス 
 

 

基本サービスに対して、ＦＥＮＩＣＳ ＩＤの登録できる上限を１０個追加するネットワークサービス  

 

ＦＥＮＩＣＳ ＩＤ追加５０ 

利用サービス  

 

 

基本サービスに対して、ＦＥＮＩＣＳ ＩＤの登録できる上限を５０個追加するネットワークサービス  

 

ＦＥＮＩＣＳ ＩＤ追加１００ 

利用サービス  

 

 

基本サービスに対して、ＦＥＮＩＣＳ ＩＤの登録できる上限を１００個追加するネットワークサービス  

 

ＦＥＮＩＣＳ ＩＤ追加５００ 

利用サービス  

 

 

基本サービスに対して、ＦＥＮＩＣＳ ＩＤの登録できる上限を５００個追加するネットワークサービス  

 

ＦＥＮＩＣＳ ＩＤ追加１０００ 

利用サービス  

 

 

基本サービスに対して、ＦＥＮＩＣＳ ＩＤの登録できる上限を１０００個追加するネットワーク 

サービス  

 

 （３）閉域接続アクセス制御オプションサービス  

  乙は、ＦＥＮＩＣＳネットワーク用電気通信回線を別途提供される「ユニバーサルコネクト 閉域接続サービス」により利用できる閉域網と接続す

ることにより、甲が本ネットワークサービスを利用できる環境を提供するものとします。甲は、自己の責任と費用負担で、本ネットワークサービスを

利用するために必要なパソコンを準備するものとします。また、甲は自己の責任と費用負担で、「ユニバーサルコネクト  閉域接続サービス」を利用

するものとします。 

 
 

機 能 

 

内 容 

 

閉域接続アクセス制御オプションサービス  

 

閉域接続サービスで利用設定したＦＥＮＩＣＳ ＩＤのうち、ユニバーサルコネクト基本サービスの認 

証機能に代えて、クライアントソフトを用いて機体種別の認証を提供するサービス。本ネットワーク 

サービスに利用するＦＥＮＩＣＳ ＩＤには、あらかじめ管理機能による利用設定が必要とします。 
 

 

 （４）パターン認証オプションサービス 

  乙は、別途提供する「ＰＣ接続サービス」、「スマートフォン・ＰＣ接続サービス」、「ユニバーサルコネクト  閉域接続サービス」（以下総称し

て「接続サービス」という）において、甲が当該接続サービス標準の認証機能に代えてパターン認証機能を利用できる環境を提供するものとします。

甲は、自己の責任と費用負担で、本ネットワークサービスを利用するために必要なインターネット環境およびパソコンまたはスマートフォンを準備す

るものとします。また、甲は自己の責任と費用負担で、接続サービスを利用するものとします。また、「ユニバーサルコネクト  閉域接続サービス」

を利用する場合には、本ネットワークサービスを利用するパソコンまたはスマートフォンとは別に、インターネットに接続可能な携帯電話またはスマ

ートフォンを準備するものとします。 

 
 

品 目 

 

内 容 

 

パターン認証基本利用サービス  

 

インターネット上に公開された「パターン表示システム」および「認証システム基盤」を介して各種接 

続サービスにパターン認証機能を提供するサービス。本ネットワークサービスを利用するＦＥＮＩＣＳ 

ＩＤは、あらかじめ管理機能による利用設定が必要であり、その数は最大で５０とします。 
 

 

パターン認証追加１０利用サービス  

 

パターン認証オプションサービスにおいて利用設定ができるＦＥＮＩＣＳ ＩＤ数を１０個追加する 

ネットワークサービス 
 

 

パターン認証追加５０利用サービス  

 

パターン認証オプションサービスにおいて利用設定ができるＦＥＮＩＣＳ ＩＤ数を５０個追加する 

ネットワークサービス 
 

 

パターン認証追加１００利用サービス  

 

パターン認証オプションサービスにおいて利用設定ができるＦＥＮＩＣＳ ＩＤ数を１００個追加する 

ネットワークサービス 
 

 

パターン認証追加５００利用サービス  

 

パターン認証オプションサービスにおいて利用設定ができるＦＥＮＩＣＳ ＩＤ数を５００個追加する 

ネットワークサービス 
 

 

パターン認証追加１０００利用サービス  

 

パターン認証オプションサービスにおいて利用設定ができるＦＥＮＩＣＳ ＩＤ数を１０００個追加す 

るネットワークサービス 
 

 

 （５）ＰＣ接続サービス 

  乙は、ＦＥＮＩＣＳネットワーク用電気通信回線をインターネット網と接続し、甲にＳＳＬ－ＶＰＮソフトウェア（以下「ＳＳＬ－ＶＰＮソフト」

という）を提供することにより、甲が本ネットワークサービスを利用できる環境を提供するものとします。甲は、自己の責任と費用負担で、本ネット



ワークサービスを利用するために必要なパソコンを準備するものとします。また、甲は自己の責任と費用負担で、インターネット接続環境を準備する

か、「ユニバーサルコネクト インターネット接続サービス」を利用するものとします。なお甲は、ＳＳＬ－ＶＰＮソフトのインストール時に甲のパ

ソコンに表示される当該ＳＳＬ－ＶＰＮソフトの使用条件に同意するものとします。  

 
 

品 目 

 

内 容 

 

ＰＣ接続サービス  

 

ＳＳＬ－ＶＰＮソフトをインストールしたパソコンで認証を行い、ＦＥＮＩＣＳネットワークサービス 

用電気通信回線に仮想的閉域通信回線にて接続することができるネットワークサービス。なお、同時に 

仮想閉域通信回線に接続できるＦＥＮＩＣＳ ＩＤの数は、５とします。 
 

 

ＰＣ同時接続追加５利用サービス  

 

ＰＣ接続サービスにおいて同時接続可能な数を５個追加するネットワークサービス 
 

 

 （６）携帯ブラウザ接続サービス 

  ａ．スマートフォン利用 

  乙は、ＦＥＮＩＣＳネットワーク用電気通信回線をインターネット網と接続し、甲にＦＥＮＩＣＳブラウザを提供することにより、甲が乙の専用ゲ

ートウェイに接続して利用できるネットワークサービスを提供するものとします。甲は、自己の責任と費用負担で、本ネットワークサービスを利用す

るために必要なスマートフォンおよびインターネット接続環境を準備するものとします。  

  ｂ．携帯電話利用 

  乙は、ＦＥＮＩＣＳネットワーク用電気通信回線と以下の携帯電話事業者の提供するパケット通信網を接続することにより、甲が自己の責任と費用

負担で本サービスを利用するために必要な携帯電話機とそれに対応する携帯電話事業者のパケット通信サービスを経由して、乙の専用ゲートウェイに

接続して利用できるネットワークサービスを提供するものとします。 

 
 

     パケット通信網の名称  

 

携帯電話事業者  

 

ｉモード  

 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 
 

 

ＥＺｗｅｂ  

 

ＫＤＤＩ株式会社、沖縄セルラー電話株式会社 
 

 

Ｙａｈｏｏ！ケータイ  

 

ソフトバンクモバイル株式会社 
 

 
 

品 目 

 

内 容 

 

携帯ブラウザ接続サービス  

 

スマートフォンよりインターネット網を経由または携帯電話より携帯電話事業者の提供するパケット通 

信網を経由してＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信回線に接続するネットワークサービス。 

スマートフォンのＦＥＮＩＣＳブラウザまたは携帯電話のブラウザを介して、甲メールサーバにアクセ 

スする機能を利用することができます。本ネットワークサービスを利用するＦＥＮＩＣＳ ＩＤは、あ 

らかじめ管理機能による利用設定が必要であり、その数は最大で５０とします。 
 

 

携帯ブラウザ接続追加１０ 

利用サービス  

 

携帯ブラウザ接続サービスにおいて利用設定ができるＦＥＮＩＣＳ ＩＤ数を１０個追加するネット 

ワークサービス 
 

 

携帯ブラウザ接続追加５０ 

利用サービス  

 

携帯ブラウザ接続サービスにおいて利用設定ができるＦＥＮＩＣＳ ＩＤ数を５０個追加するネット 

ワークサービス 
 

 

携帯ブラウザ接続追加１００ 

利用サービス  

 

携帯ブラウザ接続サービスにおいて利用設定ができるＦＥＮＩＣＳ ＩＤ数を１００個追加するネット 

ワークサービス 
 

 

携帯ブラウザ接続追加５００ 

利用サービス  

 

携帯ブラウザ接続サービスにおいて利用設定ができるＦＥＮＩＣＳ ＩＤ数を５００個追加するネット 

ワークサービス 
 

 

携帯ブラウザ接続追加１０００ 

利用サービス  

 

携帯ブラウザ接続サービスにおいて利用設定ができるＦＥＮＩＣＳ ＩＤ数を１０００個追加する 

ネットワークサービス 
 

 

 （７）スマートフォン・ＰＣ接続サービス 

  乙は、ＦＥＮＩＣＳネットワーク用電気通信回線をインターネット網と接続し、スマートフォンまたはＰＣの有するＬ２ＴＰ接続機能を用いてから

Ｌ２ＴＰ／ＩＰｓｅｃ方式で乙の専用ゲートウェイに接続することにより、甲が本ネットワークサービスを利用できる環境を提供するものとします。

なお、甲は、自己の責任と費用負担で準備するスマートフォンまたはＰＣにＶＰＮ接続のための設定を行い、自己の責任と費用負担で本ネットワーク

サービスを利用するために必要なインターネット接続環境を準備するものとします。  

 
 

品 目 

 

内 容 

 

スマートフォン・ＰＣ接続サービス  

 

 

スマートフォンまたはＰＣより、ＶＰＮ方式によって、ＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信 

回線を用いて構築される仮想的閉域通信回線に接続することができるネットワークサービス。本ネット 

ワークサービスを利用するＦＥＮＩＣＳ ＩＤは、あらかじめ管理機能による利用設定が必要であり、 

その数は最大で５０とします。 
 

 

スマートフォン・ＰＣ接続追加１０ 

利用サービス  

 

 

スマートフォン・ＰＣ接続サービスにおいて利用設定ができるＦＥＮＩＣＳ ＩＤ数を１０個追加する 

ネットワークサービス  

 

スマートフォン・ＰＣ接続追加５０ 

利用サービス 
 

 

スマートフォン・ＰＣ接続サービスにおいて利用設定ができるＦＥＮＩＣＳ ＩＤ数を５０個追加する 

ネットワークサービス  

 

スマートフォン・ＰＣ接続追加１００ 

利用サービス  

 

 

スマートフォン・ＰＣ接続サービスにおいて利用設定ができるＦＥＮＩＣＳ ＩＤ数を１００個追加す 

るネットワークサービス  

 

スマートフォン・ＰＣ接続追加５００ 

利用サービス 
 

 

スマートフォン・ＰＣ接続サービスにおいて利用設定ができるＦＥＮＩＣＳ ＩＤ数を５００個追加す 

るネットワークサービス  

 

スマートフォン・ＰＣ接続追加１０００ 

利用サービス  

 

 

スマートフォン・ＰＣ接続サービスにおいて利用設定ができるＦＥＮＩＣＳ ＩＤ数を１０００個追加 

するネットワークサービス  

 



 

５．提供区域 

 本ネットワークサービスにおけるアクセス回線の提供区域は、乙が当該ネットワークサービスの提供を受けている他の電気通信事業者またはその他ア  

クセス回線提供者の提供区域に準ずるものとします。  

 

６．サービス提供時間帯 

ネットワークサービスの提供時間帯は、２４時間３６５日とします。ただし、利用規約に基づき、乙は、利用サービスの提供を中断することができる  

ものとします。 

 

７．サービスサポート受付時間帯 

 本ネットワークサービスのサポート受付時間帯は、２４時間３６５日とします。  

 

８．サービスサポート対応時間帯 

 本ネットワークサービスのサポート対応時間帯は、月曜日から金曜日まで（祝日および乙の指定する休業日を除く）の９時から１７時３０分までとし

ますが、利用停止に関する対応サポートは２４時間３６５日とします。ただし、アクセス回線のサポート対応時間帯は、乙が当該ネットワークサービス

の提供を受けている他の電気通信事業者またはその他のアクセス回線提供者の障害対応時間帯に準ずるものとします。また、アクセス回線を別途甲が準

備するサービスについては、当該アクセス回線区間における障害対応は、本ネットワークサービスの対象外とします。  

 

９．料金月 

 本ネットワークサービスにおける料金月は、毎月２０日締めとし、前月２１日から当月２０日とします。  

 

１０．留意事項 

（１）甲は、本ネットワークサービスの利用にあたり、甲が核兵器、生物化学兵器等の大量破壊兵器およびミサイル等（以下「ＷＭＤ」という）の開発

等を行っていないこと、ならびに、本ネットワークサービスの利用目的がＷＭＤまたは軍事用途でないことを保証します。  

（２）甲は、第４項第（７）号に定める携帯ブラウザ接続サービスにおいて、ダウンロードサイトの事情により、予告なくＦＥＮＩＣＳブラウザがダウ

ンロード出来なくなる場合があることを了承するものとします。その場合、乙は、それにより甲に発生した損害について、一切の責任を負担しないも

のとします。また、その場合において甲は、利用規約の定めにかかわらず、乙に対して中途解約料金を支払うことなく、基本実施期間満了前において

第４項第（７）号に定める携帯ブラウザ接続サービスを解約することができるものとします。 

 

１１．品目一覧 

 本ネットワークサービスの品目は、以下のとおりとします。 

 
 

品 名 

 

型名 

 

          備 考  

 

支払種別  

 

 単位  

 

ユニバーサルコネクト 基本サービス初期費 
 

 

ＮＳ２００００Ｓ 
 

 

初期費 
 

 

従量料金制（一括払） 
 

 

式 
 

 

ユニバーサルコネクト 基本サービス利用料 
 

 

ＮＳ２０００８Ｇ 
 

 

管理者ＩＤ３、企業識別子１、ＦＥＮＩ

ＣＳ ＩＤ５０含む 

 

従量料金制（月額払） 
 

 

式 
 

 

管理者用ＩＤ追加１０利用料 
 

 

ＮＳ２０００１Ｇ 
 

 

管理者用１０ＩＤ追加 
 

 

従量料金制（月額払） 
 

 

式 
 

 

企業識別子追加１利用料 
 

 

ＮＳ２０００２Ｇ 
 

 

企業識別子１個追加 
 

 

従量料金制（月額払） 
 

 

式 
 

 

ＦＥＮＩＣＳ ＩＤ追加１０利用料 
 

 

ＮＳ２００１０Ｇ 
 

 

１０ＩＤ追加 
 

 

従量料金制（月額払） 
 

 

式 
 

 

ＦＥＮＩＣＳ ＩＤ追加５０利用料 
 

 

ＮＳ２００１１Ｇ 
 

 

５０ＩＤ追加 
 

 

従量料金制（月額払） 
 

 

式 
 

 

ＦＥＮＩＣＳ ＩＤ追加１００利用料 
 

 

ＮＳ２００１２Ｇ 
 

 

１００ＩＤ追加 
 

 

従量料金制（月額払） 
 

 

式 
 

 

ＦＥＮＩＣＳ ＩＤ追加５００利用料 
 

 

ＮＳ２００１３Ｇ 
 

 

５００ＩＤ追加 
 

 

従量料金制（月額払） 
 

 

式 
 

 

ＦＥＮＩＣＳ ＩＤ追加１０００利用料 
 

 

ＮＳ２０００７Ｇ 
 

 

１０００ＩＤ追加 
 

 

従量料金制（月額払） 
 

 

式 
 

 

閉域接続アクセス制御オプション 
 

 

ＮＳ２０００９Ｇ 
 

 

閉域接続の認証強化 
 

 

従量料金制（月額払） 
 

 

式 
 

 

パターン認証基本利用料 
 

 

ＮＳ２００１４Ｇ 
 

 

５０接続分含む 
 

 

従量料金制（月額払） 
 

 

式 
 

 

パターン認証追加１０利用料 
 

 

ＮＳ２００１５Ｇ 
 

 

１０追加 
 

 

従量料金制（月額払） 
 

 

式 
 

 

パターン認証追加５０利用料 
 

 

ＮＳ２００１６Ｇ 
 

 

５０追加 
 

 

従量料金制（月額払） 
 

 

式 
 

 

パターン認証追加１００利用料 
 

 

ＮＳ２００１７Ｇ 
 

 

１００追加 
 

 

従量料金制（月額払） 
 

 

式 
 

 

パターン認証追加５００利用料 
 

 

ＮＳ２００１８Ｇ 
 

 

５００追加 
 

 

従量料金制（月額払） 
 

 

式 
 

 

パターン認証追加１０００利用料 
 

 

ＮＳ２００１９Ｇ 
 

 

１０００追加 
 

 

従量料金制（月額払） 
 

 

式 
 

 

ＰＣ接続サービス利用料 
 

 

ＮＳ２０１０４Ｇ 
 

 

５同時接続分含む 
 

 

従量料金制（月額払） 
 

 

式 
 

 

ＰＣ同時接続追加５利用料 
 

 

ＮＳ２０１０５Ｇ 
 

 

同時接続５追加 
 

 

従量料金制（月額払） 
 

 

式 
 

 

携帯ブラウザ接続サービス利用料 
 

 

ＮＳ２０１４０Ｇ 
 

 

５０接続分含む 
 

 

従量料金制（月額払） 
 

 

式 
 

 

携帯ブラウザ接続追加１０利用料 
 

 

ＮＳ２０１４１Ｇ 
 

 

１０追加 
 

 

従量料金制（月額払） 
 

 

式 
 

 

携帯ブラウザ接続追加５０利用料 
 

 

ＮＳ２０１４２Ｇ 
 

 

５０追加 
 

 

従量料金制（月額払） 
 

 

式 
 

 

携帯ブラウザ接続追加１００利用料 
 

 

ＮＳ２０１４３Ｇ 
 

 

１００追加 
 

 

従量料金制（月額払） 
 

 

式 
 

 

携帯ブラウザ接続追加５００利用料 
 

 

ＮＳ２０１４４Ｇ 
 

 

５００追加 
 

 

従量料金制（月額払） 
 

 

式 
 

 

携帯ブラウザ接続追加１０００利用料 
 

 

ＮＳ２０１４５Ｇ 
 

 

１０００追加 
 

 

従量料金制（月額払） 
 

 

式 
 



 
 

品 名 

 

型名 

 

          備 考  

 

支払種別  

 

 単位  

 

スマートフォン・ＰＣ接続サービス利用料 
 

 

ＮＳ２０１５０Ｇ 
 

 

５０接続分含む 
 

 

従量料金制（月額払） 
 

 

式 
 

 

スマートフォン・ＰＣ接続追加 

１０利用料 
 

 

ＮＳ２０１５１Ｇ 
 

 

１０追加 
 

 

従量料金制（月額払） 
 

 

式 
 

 

スマートフォン・ＰＣ接続追加 

５０利用料 
 

 

ＮＳ２０１５２Ｇ 
 

 

５０追加 
 

 

従量料金制（月額払） 
 

 

式 
 

 

スマートフォン・ＰＣ接続追加 

１００利用料 
 

 

ＮＳ２０１５３Ｇ 
 

 

１００追加 
 

 

従量料金制（月額払） 
 

 

式 
 

 

スマートフォン・ＰＣ接続追加 

５００利用料 
 

 

ＮＳ２０１５４Ｇ 
 

 

５００追加 
 

 

従量料金制（月額払） 
 

 

式 
 

 

スマートフォン・ＰＣ接続追加 

１０００利用料 
 

 

ＮＳ２０１５５Ｇ 
 

 

１０００追加 
 

 

従量料金制（月額払） 
 

 

式 
 

 

 

［変更内容］ 

（２０１１年６月１３日）本別表を適用します。 

（２０１１年８月２３日）携帯ブラウザ接続サービスの対象にスマートフォンを追加しました。  
（２０１１年９月１日）  ＦＧＣＰ／Ｓ５接続サービスを追加しました。 

（２０１２年５月３１日）オンデマンド仮想システム接続サービスの記載を削除しました。  

（２０１２年７月２日）パターン認証オプションサービス、スマートフォン・ＰＣ接続サービスの誤記を修正しました。 

（２０１２年８月２２日）パターン認証オプションサービスの誤記を修正しました。 

（２０１２年９月１９日）ＦＥＮＩＣＳコネクトの提供を開始しました。 

（２０１４年９月１０日） Ｔｒｕｓｔｅｄ Ｐｕｂｌｉｃ Ｓ５接続サービスを追加しました。 

（２０１５年３月１２日）ニフティクラウド接続サービスを追加しました。  

（２０１７年４月５日）クラウド接続サービス ｆｏｒ Ａ５、クラウド接続サービス ｆｏｒ ＡＷＳ、Ｐｒｉｖａｔｅ Ｈｏｓｅｔｅｄ ＬＣＰ接続

サービス、Ｐｒｉｖａｔｅ Ｈｏｓｔｅｄ Ａ５＋接続サービスを追加しました。品目一覧を修正しました。  

（２０１８年４月１７日）クラウド接続サービスを別表Ｎｏ．Ｎ０２Ｙ３に記載しました。 

 

本別表では、以下の略称を用いています。 
 

 
 

略 称 
 

 

名 称 
 

 

 ＧＷ 
 

 

Ｇａｔｅｗａｙ 
 

 

 ＩＤ 
 

 

Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ 
 

 

 ＩＰ 
 

 

Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ 
 

 

ＩＰｓｅｃ 
 

 

Ｓｅｃｕｒｉｔｙ Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ

ｆｏｒ Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ 
 

 

Ｌ２ＴＰ 
 

 

Ｌａｙｅｒ ２ Ｔｕｎｎｅｌｉｎｇ 

Ｐｒｏｔｏｃｏｌ 
 

 

 Ｍｂｐｓ 
 

 

Ｍｅｇａ ｂｉｔｓ ｐｅｒ ｓｅｃｏｎｄ 
 

 

 ＳＳＬ 
 

 

Ｓｅｃｕｒｅ Ｓｏｃｋｅｔ Ｌａｙｅｒ 
 

 

 ＶＰＮ 
 

 

Ｖｉｒｔｕａｌ Ｐｒｉｖａｔｅ 

Ｎｅｔｗｏｒｋ 
 

 
 

                                                                         以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                            別表Ｎｏ．Ｎ０２８３ 

 


